
筑前町教育委員会 

  人権尊重の
まちづくり
の推進 

   芸術・文化 

  の振興 

   青少年の 

  健全育成 

  スポーツの 

  振興 

  生涯学習社会
の実現をめざ
す社会教育の
推進 

筑前町 推進 

 ７  あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

 ３  生涯スポーツの普及促進による健康増進 

 ４  芸術文化の鑑賞機会と発表機会の充実 

 ５  様々な体験活動による青少年の健全育成   

 ６  「子どもの約束」の推進 

 １  学校・家庭・地域の連携による学習機会の充実 

 ２  図書館の充実と読書活動の推進 

ちくちゃん 
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Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

Ⅴ 

ぶっくま 



 

１ 学校・家庭・地域の連携による学習機会の充実 

地域課題を学び、考えることを目指した学級・講座を充実させます。 

 人と人のつながり、   
また、活動を地域に    

活かして輪を広げます。 

 人が集まる場所を     
提供します。 

 生きていく上で 
必要な学びを     
提供します。 

まなぶ 

つながる つどう 

町民の多くの人が「集い、学び、つながる」 
 魅力ある公民館講座を展開します。 
 また、見やすいチラシ作りを目指すこと、ホーム  
 ページ等を活用し広報活動の充実を図ります。 

新規に開設した講座等は、継続開催を基本に、自主的に活動する 
 団体の育成につなぎます。 
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小学校アフタースクール 
（中牟田小・三輪小・東小田小） 

家庭学習の定着や子どもの居場所づくりを目的
とし、学習支援や多様な体験活動を提供するこ
とで、次世代を担う人材育成を行います。 

高齢者学級・成人講座 

～高齢者学級～ 

～成人講座～ 

地域と学校が連携・協働し、地域全体で子どもを育てる体制を整えます。 

～地域への学習成果還元～ 

 地域学校協働活動（アフタースクール）事業  

中学校アフタースクール 
（三輪中・夜須中）     

高度な専門性、指導力及び豊富な経験を有する 
民間教育団体に講師を委託することで、学習に 
関する意欲喚起や家庭学習の定着を促し、更なる
学力向上を図ります。 

放課後、学校の空き教室を活用し、地域ボランティアや学校、 
   関係諸団体等が連携し、学習支援や体験活動を行います。 



２ 図書館の充実と読書活動の促進 

★ 図書館のサービスや環境の充実 

毎月２３日は「筑前町読書の日」。家庭では「省テレビ・省ゲームデー」「家読」をしましょう。 

①開館時間の充実 

⑥各種行事の充実 

開館時間 午前１０時～午後７時（平日・土日祝日） 
休  館  日  コスモス図書館 毎週月曜日 
     めくばーる図書館 毎週火曜日 
     １２月２８日～１月４日 
     特別整理期間（コスモス図書館６月、めくばーる図書館２月） 
相互利用 近隣市町村と広域利用の協定を行っています。 
     （筑紫野市、小郡市、朝倉市、東峰村、大刀洗町 
      うきは市、久留米市） 
     ＊貸出内容は各市町村の貸出規則に従います。 

うちどく 

行    事 対    象 概    要 

定例おはなし会  ３歳以上 毎週土曜日両館でおはなし会を行い、本に興味を持ってもらう 

ひよこっこおはなし会  ０～３歳ぐらい 乳幼児期から家族で本に親しみ、本に興味を持ってもらう 

出前おはなし会  学童保育所など 依頼により司書などが出向き、年齢にあった読み聞かせを行う 

季節のスペシャルおはなし会 町民 各季節にあったお話をして、様々なことに関心を持ってもらう 

ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ、ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄﾌﾟﾗｽ事業 ４か月児、１歳６か月児 健診時に絵本の配布及び読み聞かせ、本の大切さ等を伝える 

布絵本講座 町民 布で簡単な物語の絵本を作り、活用してもらう 

１日図書館員 町民 
図書館の仕事を経験することで図書館の仕組みと図書館利用
について学んでもらう 

中学生読み聞かせボランティア 中学生 
ボランティアを募集し、図書館で読み聞かせを行い、本の良さ
を紹介する 

大人のためのおはなし会 町民 
昔話やストーリーテリングなど大人の方に楽しんでもらえるお
はなし会を行う 

ワークショップ 町民 図書館の資料を使ってものづくりを体験してもらう 

SNS（ツイッター）による
情報発信を行います。 

②図書館システム 

③SNSによる情報発信 ④情報提供コーナー 

図書館利用者や観光客のため、就
労支援コーナーの設置や郷土行政
の情報提供に努めます。 
 

広
域
利
用
市
町
村 

図書館のシステムが入れ替わり、WEB予約等さらに便利に利用できるようになりました。 
ホームページもリニューアルし、サービスの充実に努めます。 
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⑤定例読み聞かせ等、イベントの充実 

ひよこっこおはなし会やアクセサ
リー講座等、対象年齢に応じた様々
なイベントを企画しています。 



小学生読書リーダー育成講座  

各小学校から推薦された小学生が、夏休みに図書館で
行うリーダー研修（読み聞かせの仕方、本の紹介、
POPつくり等）を受けます。学んだことを小学校の
図書委員会活動に生かしてもらい、本の良さを校内に
広めてもらいます。  

夜の図書館探索  

閉館後に怖いおはなし会を開催したり、クイズ
を解いて真っ暗な夜の図書館を探索したりする
ことで、普段の図書館とは違う図書館を楽しみ
ます。 

★ 読書活動の促進 

高校生インターンシップなど   筑前町図書館キャラクター誕生 

～毎月２３日は「筑前町読書の日」～ 

筑前町   読書の輪 

中学生職場体験、高校生インターンシップ、
小学生の図書館見学等を通し、子どもに本の
役割を伝えていきます。  

 ○毎月２３日は「家読（うちどく）の日」 

テレビやゲームの時間を少し省いて、家族み
んなで本を読んだり話したりして、本を通し
て家族のきずなを深めましょう。 

さまざまな取組の紹介 

コスモス図書館開館15周年、めくばーる図書館開館
20周年を記念して、利用者の投票により筑前町図書
館キャラクター「ぶっくま」が誕生しました。 
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各機関が連携し家庭での読書支援を行います 

学校 地域 

幼保 行政 

家庭 

筑前町では、学年が上がるにつれ、本を読まない傾向があ
ります。 

    そこで・・・ 

①家庭・親子などで本を読んでふれあう時間をつくる。 

②家庭・地域・学校で、読書の大切さ・楽しさ・おもしろ 

 さの理解を深め、読書習慣を身に付ける。 

③家庭・地域・学校などが連携し読書環境を整える。 



 

３ 生涯スポーツの普及促進による健康増進 

   各種団体の相互連携・協力によるスポーツイベントの開催により、広く町民に生涯スポーツへの 
 きっかけを提供します。 

生涯学習課・公民館 

スポーツ推進委員会 
スポーツ少年団 
一般町民等 

体育協会 

ちくぜん 
スポーツフェスタ事業 

町主催事業 

企
画
・
協
議
・
協
力 

参
加 

参
加 

委
託
・支
援 

共
催 

主
催 

運
営 運営・支援 

町主催事業 ちくぜんスポーツフェスタ事業 体育協会参加事業 

筑前町青少年ドッヂビー大会 町民パークゴルフ大会 朝倉市郡水泳大会 

秋・春のさわやかウォーキング 町民ビーチボールバレー大会 福岡県民体育大会（夏季大会） 

ファミリーバドミントン教室 町民ソフトボール大会 朝倉郡民体育大会 

ファミリーバドミントン大会 CHIKUZENうぐいすマラソン大会 福岡県民体育大会（秋季大会） 

スポーツ指導者研修会 福岡県民体育大会（冬季大会） 

一般町民、さまざまな団体、年齢層が参加している生涯スポーツイベントの様子 
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４ 芸術文化の鑑賞機会と発表機会の充実 

  幅広い年代に親しまれる、多様なジャンルの音楽と生演奏の素晴らしさを身近にお届けします。 

マンスリーコンサート 2019-2020 の開催 

ちくぜん文化まつりの開催 ※筑前町文化協会主催 

  筑前町文化協会や文化サークルの活動を促進し、文化活動を通して町民の融和を図ります。 
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町内の小学４～６年生 

７月から３月までに計１０回実施 

 

５ 様々な体験活動による青少年の健全育成 

地域の子どもたちを地域で育て、同時に地域のつながりをさらに広げることを 
 目標に、自治公民館での通学合宿を推進していきます。 

地域と協力し、自治公民館での通学合宿を推進します。 

規則正しい生活や整理整
頓などの生活習慣の定着
を図ります。 

働くことや協力すること
の大切さを理解させます。 

家事などの日常生活を子ど
も自身で行うことにより、
自主性・協調性を高めます。 

 
地域の支援者と
子どもたちとの
ふれあいの場づ
くりによる地域
コミュニティを
構築します。 

 

筑前町通学合宿 

様々な体験活動や社会貢献活動を通して、子どもたちの規範意識や自尊感情を高めるとともに、 
 社会の一員としての自覚（役割や責任）の向上やジュニアリーダーの育成を図ります。 

自分の責任を果たすことで、 
自尊感情を高めます。 
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仲間意識を育み、中学校進学後の円滑な交友関係を築きます。 

～ねらい～ 

子どもの社会力育成推進事業≪子ども育成塾≫ 

筑前町６年生交流会 

学問の専門化や部活動の生活環境の変化に加え、他小学校区児童との関わりで心理的不安に直面した
際の中１ギャップを解消するために、町内の同級生と触れ合う楽しさを学び、新しい交友関係を築く
きっかけづくりを図ります。 

町内の小学６年生 事前研修：７月 
本研修：８月 
事後研修：翌年３月 

他にも、子ども会活動を活発にするために体験活動の指導を行います。 

子ども会活性化事業 

子ども達の交流機会や社会教育を体験することを目的に、町内の 
 子ども会活動に職員が講師として出張し、体験活動の指導を行います。 

体験活動を通して、子どもの社会力を育成します。 



 

７ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

 
 
    さまざまな人たちが人権について学べるよう人権・同和対策室と連携し、講演会や 
    人権セミナー等   の開催や啓発活動を行います。 
 
 

 

６ 「子どもの約束」の推進 

「子どもの約束」は、基本的な人間力をつけ、どんな場所や場面でも たくましく生き抜くことが 
できる“筑前っ子”に育ってほしいという願いや思いが込められています。 

 

 具体的な取り組み 

（１）各種事業、行事での周知・斉唱 

子どもが集う行事や、スポーツ少年団、文化少年団で
周知を図り、斉唱を奨励します。 
社会教育委員と連携し、周知活動を行います。 

 
  
 
 
 
 
                     
   
 大刀洗平和記念館 
 中学生ボランティアガイド 
 
（２）学校、家庭への普及・啓発 

学校や家庭と連携し「子どもの約束」の趣旨についての
理解を深める働きかけを行うと共に、子どもたちの基本
的生活習慣の定着や規範意識の育成を図ります。 

 
（３）青少年育成町民会議との連携 
家庭部会と連携し、普及促進を図ります。 
「子どものつどい」で斉唱し、 意識づけを図ります。 

                         〒838-0802 福岡県朝倉郡筑前町久光951番地1 

℡.0946-24-8762  FAX. 0946-23-1034  E-mail：gakusyuu@town.chikuzen.fukuoka.jp 

筑前町教育委員会 
生涯学習課 

街頭啓発 
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人権講演会 人権セミナー 


